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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　柑橘類の果皮を使用して製造された柑橘類のフレーバー、酸味料、重曹及び０．７～２
．１ｗ／ｖ％の難消化性デキストリンを含有し、前記酸味料として、リンゴ酸のみを含有
する、柑橘類風味ノンアルコール飲料。
【請求項２】
　果汁を含有しない、請求項１に記載の柑橘類風味ノンアルコール飲料。
【請求項３】
　前記柑橘類のフレーバーがレモンのフレーバー又はグレープフルーツのフレーバーであ
る、請求項１または２に記載の柑橘類風味ノンアルコール飲料。
【請求項４】
　２．８～３．９のｐＨを有する請求項１～３のいずれか一項に記載の柑橘類風味ノンア
ルコール飲料。
【請求項５】
　０．１～０．７ｗ／ｖ％のクエン酸換算した酸度のリンゴ酸を含有する、請求項１～４
のいずれか一項に記載の柑橘類風味ノンアルコール飲料。
【請求項６】
　０．０１～０．１５ｗ／ｖ％の重曹を含有する、請求項１～５のいずれか一項に記載の
柑橘類風味ノンアルコール飲料。
【請求項７】
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　０．１～０．７ｗ／ｖ％のクエン酸換算した酸度のリンゴ酸及び０．０１～０．１５ｗ
／ｖ％の重曹を含有する、請求項６に記載の柑橘類風味ノンアルコール飲料。
【請求項８】
　高甘味度甘味料を含有する、請求項１～７のいずれか一項に記載の柑橘類風味ノンアル
コール飲料。
【請求項９】
　高甘味度甘味料として、アセスルファムＫおよびスクラロースを含有する、請求項８に
記載の柑橘類風味ノンアルコール飲料。
【請求項１０】
　高甘味度甘味料として、アセスルファムＫおよびスクラロースのみを含有する、請求項
８に記載の柑橘類風味ノンアルコール飲料。
【請求項１１】
　エネルギー量が５ｋｃａｌ／１００ｍｌ未満である、請求項１～１０のいずれか一項に
記載の柑橘類風味ノンアルコール飲料。
【請求項１２】
　温度１５度の時において原容量百分中に含有するエチルアルコールの容量が１％未満で
ある、請求項１～１１のいずれか一項に記載の柑橘類風味ノンアルコール飲料。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はノンアルコール飲料に関し、特に、柑橘類のフレーバーを含有するノンアルコ
ール飲料に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ノンアルコール飲料は、実質的にアルコールを含まないアルコールテイストの飲料であ
る。ノンアルコール飲料には、ノンアルコールビール（ビールテイスト飲料）、ノンアル
コールワイン、ノンアルコールカクテル、ノンアルコール酎ハイ（酎ハイテイスト飲料）
、ノンアルコール日本酒及びノンアルコール焼酎（焼酎テイスト飲料）等が含まれる。ノ
ンアルコール飲料のアルコール濃度は、酒税法上は温度１５度の時において原容量百分中
に含有するエチルアルコールの容量が１％未満である。
【０００３】
　近年では、消費者の安全志向及び健康指向が高まり、アルコールを含有しないノンアル
コール飲料が要求されている。アルコールを含有しないノンアルコール飲料は多量に飲用
しても酔うことがなく、また、アルコールを摂取することによる人体に対する悪影響が発
生しない。例えば、自動車運転者等の危険防止のために酔うことが許されない消費者、及
び妊婦等の健康上の理由でアルコールの摂取が制限される消費者も存在し、アルコールを
含有しないアルコールテイスト飲料に対する需要が存在する。
【０００４】
　アルコールを含有しないアルコールテイスト飲料は、アルコールを使用することなくア
ルコール飲料を想起できる風味を呈する必要があり、配合する成分の種類及び量を選択す
ることが困難である。
【０００５】
　柑橘類は、それらの甘味、酸味、香りが清涼感を与えるため清涼飲料の素材によく使用
される。一般に、柑橘類風味飲料は、柑橘類の果汁を使用して柑橘類の甘味、酸味及び香
りを付与して、飲料のおいしさを向上させている。柑橘類風味飲料としては、例えば、グ
レープフルーツ、レモン、ライム、オレンジなどの果汁を含有させた商品が多く市販され
ている。
【０００６】
　特許文献１には水溶性食物繊維とクエン酸とを含有するノンアルコール飲料が記載され
ている。このノンアルコール飲料では、含有する水溶性食物繊維とクエン酸の量を特定割
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合に調節することで、水溶性食物繊維特有の平坦な香味を改善し、味の厚みと飲みやすさ
が増強されている。特許文献１のノンアルコール飲料には、レモンや梅といった各種果実
の果汁を添加することができる。
【０００７】
　柑橘類の果汁は糖質、クエン酸、アミノ酸等の成分によって味に厚み、ボディ感を付与
し、炭酸の苦味を軽減する効果を有し、美味しさの向上に有益である。その一方、果汁含
有ノンアルコール飲料はボディ感が後を引くように残り、香味にべたつき感が生じること
がある。
【０００８】
　甘味と酸味のバランスがよく、美味しさに優れ、スッキリ感にも優れたノンアルコール
飲料を提供するためには、柑橘類の果汁を使用することなく柑橘類風味を再現することが
好ましく、柑橘類については果汁ではなく果皮成分を使用することが考えられる。柑橘類
の果皮成分は柑橘類のフレーバーとして市販されている。
【０００９】
　しかしながら、柑橘類のフレーバーを含有するノンアルコール飲料は風味の経時変化が
早く、製造後短期間のうちに劣化臭が発生する問題がある。
【００１０】
　また、柑橘類のフレーバーを含有するノンアルコール飲料は味が薄くなり易い。柑橘類
のフレーバーを含有するノンアルコール飲料の中でも、特に、果汁を使用しないもの、又
は低カロリー化されたものは、厚み、ボディ感や味わいが不足し、苦味が目立ち易くなる
。
【００１１】
　近年では、消費者の健康指向が高まり、カロリーをできるだけ低下させた飲料が要求さ
れている。可能な限りカロリーを低減した飲料の一例として、カロリーゼロ飲料がある。
「カロリーゼロ」との表示は、日本の健康増進法に基づく栄養表示基準の規定によれば、
飲料に含まれるエネルギー量が、飲料１００ｍｌあたり５ｋｃａｌ未満のものに対して表
示することができる。
【００１２】
　特許文献２には、炭酸飲料中にＤＥ６～３０の澱粉分解物を０．５～５質量％添加する
ことで、刺激性、クリーミー性、コク味などの味質を改善した炭酸飲料が記載されている
。
【００１３】
　非特許文献１には難消化性デキストリンは匂いをマスキングする効果を有すること、大
豆タンパクの匂いを緩和する目的で使用されること、鉄臭、酢の刺激臭をマスキングする
効果が認められていることが記載されている。
【００１４】
　しかしながら、難消化性デキストリンが柑橘類のフレーバーの劣化臭をマスキングする
ことは知られていない。また、難消化性デキストリンには、原料であるジャガイモやトウ
モロコシに由来する香味がある。そのため、飲料の香味が柑橘系のものである場合は、難
消化性デキストリンの香味は飲料本来の香味と調和せず、これを損なってしまう。つまり
、難消化性デキストリンを含有する柑橘類風味ノンアルコール飲料には、雑味又は味のも
たつきを感じさせ、飲用後のスッキリ感が劣るという問題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１５】
【特許文献１】特開２０１４－１６１２９３号公報
【特許文献２】特開２００２－３３０７３５号公報
【非特許文献】
【００１６】
【非特許文献１】岸本由香　「難消化性デキストリンの特性と用途」、ジャパンフードサ
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イエンス、第４６巻第２号、２００７年、第３６～４１頁
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　本発明は、上記従来の問題を解決するものであり、その目的とするところは、難消化性
デキストリンを含有するものでありながら雑味又は味のもたつきを感じさせず、飲用後の
スッキリ感に優れた柑橘類風味ノンアルコール飲料を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明は、柑橘類のフレーバー、リンゴ酸、及び０．７～２．１ｗ／ｖ％の難消化性デ
キストリンを含有する柑橘類風味ノンアルコール飲料を提供する。
【００１９】
　ある一形態においては、上記柑橘類風味ノンアルコール飲料は重曹を含有する。
【００２０】
　ある一形態においては、上記柑橘類風味ノンアルコール飲料は果汁を含有しない。
【００２１】
　ある一形態においては、前記柑橘類のフレーバーがレモンのフレーバー又はグレープフ
ルーツのフレーバーである。
【００２２】
　ある一形態においては、上記柑橘類風味ノンアルコール飲料は２．８～３．９のｐＨを
有する。
【００２３】
　ある一形態においては、上記柑橘類風味ノンアルコール飲料は０．１～０．７ｗ／ｖ％
のクエン酸換算した酸度を有する。
【００２４】
　ある一形態においては、上記柑橘類風味ノンアルコール飲料は高甘味度甘味料を含有す
る。
【００２５】
　ある一形態においては、上記柑橘類風味ノンアルコール飲料はエネルギー量が５ｋｃａ
ｌ／１００ｍｌ未満である。
【００２６】
　また、本発明は、飲用水に、柑橘類のフレーバー、リンゴ酸、及び０．７～２．１ｗ／
ｖ％の難消化性デキストリンを含有させる工程を包含する、難消化性デキストリンを含有
する柑橘類風味ノンアルコール飲料の難消化デキストリン由来の雑味及び味のもたつきを
低減させる方法を提供する。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明は、アルコール飲料らしいコク感と複雑味のあるバランスのよい味わいを呈し、
難消化性デキストリンを含有するものでありながら雑味又は味のもたつきを感じさせず、
スッキリ爽快な味わいを呈する柑橘類風味ノンアルコール飲料を提供する。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　本発明の柑橘類風味ノンアルコール飲料は、柑橘類のフレーバー、酸味物質、及び難消
化性デキストリンを含有する。
【００２９】
　柑橘類のフレーバーとは、柑橘類の香りを再現した食品添加物である。柑橘類のフレー
バーは飲料の清涼感及びスッキリ感を増強させて、飲みやすくするために含有させる。ま
た、一般に、フレーバーは、ノンアルコール飲料に含有させた場合でも、飲用後に苦味が
後を曳いたり、香味がべたつく等の問題が生じ難い。柑橘類風味ノンアルコール飲料の飲
用後の後味をすっきりさせる観点から、本発明で使用する柑橘類のフレーバーは、原料に
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柑橘類の果皮を使用して製造されたものであることが特に好ましい。
【００３０】
　柑橘類の種類としては、爽やか、すっきりした香りのものであれば、特に限定されない
。例えば、オレンジ、レモン、ライム、グレープフルーツ、シークァーサー、シトラス等
が挙げられる。中でも好ましい柑橘類はレモン及びグレープフルーツである。
【００３１】
　柑橘類のフレーバーとしては、一種類のフレーバーが用いられてもよく、複数の種類の
フレーバーが用いられてもよい。好ましくは、柑橘類のフレーバーは、レモンのフレーバ
ー及びグレープフルーツのフレーバーである。
【００３２】
　本発明の柑橘類風味ノンアルコール飲料は果汁を含有しないことが好ましい。その場合
、ボディ感が後を曳かなくなり、香味にべたつき感がなく、また、果汁由来成分の劣化に
よる苦味、渋味の増大が防止される。その結果、飲用後の清涼感、スッキリ感が増強され
る。
【００３３】
　本発明の柑橘類風味ノンアルコール飲料に含まれる柑橘類のフレーバーの量は適宜設定
できるが、一般に、０．０２～０．４ｗ／ｖ％である。柑橘類のフレーバーの含有量が０
．０２ｗ／ｖ％未満であると柑橘類風味ノンアルコール飲料の清涼感又は飲みやすさが不
十分になり、０．４ｗ／ｖ％を超えると柑橘類風味ノンアルコール飲料に発生する劣化臭
が強くなり易い。柑橘類のフレーバーの含有量は、好ましくは０．０５～０．３５ｗ／ｖ
％であり、より好ましくは０．１～０．３ｗ／ｖ％である。
【００３４】
　酸味物質とは、飲料に酸味を付与することができる物質をいう。一般に、酸味料は酸味
物質、及び人体に無害な酸又はその塩である。ここでいう酸味料とは、厚生労働大臣が指
定した「指定添加物」と長年使用されてきた天然添加物として品目が決められている「既
存添加物」に「酸味料」と分類されている物質をいう。「指定添加物」及び「既存添加物
」に含まれる物質は日本食品添加物協会のホームページに記載されている。
【００３５】
　酸味料の具体例としては、アジピン酸、クエン酸、クエン酸三ナトリウム、グルコノデ
ルタラクトン、グルコン酸、グルコン酸カリウム、グルコン酸ナトリウム、コハク酸、コ
ハク酸一ナトリウム、コハク酸二ナトリウム、酢酸ナトリウム、ＤＬ－酒石酸、Ｌ－酒石
酸、ＤＬ－酒石酸ナトリウム、Ｌ－酒石酸ナトリウム、二酸化炭素、乳酸、乳酸ナトリウ
ム、氷酢酸、フマル酸、フマル酸一ナトリウム、ＤＬ－リンゴ酸、ＤＬ－リンゴ酸ナトリ
ウム及びリン酸が挙げられる。これらは、カリウム塩やナトリウム塩といった塩の形態で
用いることも可能であるし、緩衝液の形態で用いることも可能である。
【００３６】
　酸味物質としては、リンゴ酸を使用することが好ましい。そのことで、柑橘類風味ノン
アルコール飲料は、難消化性デキストリン由来の雑味又は味のもたつきが低減し、スッキ
リとした後味になる。酸味物質としてリンゴ酸のみを使用してもよい。
【００３７】
　本発明の柑橘類風味ノンアルコール飲料に含まれるリンゴ酸の量は甘味などとのバラン
スを考慮して設定できるが、一般に、クエン酸換算した酸度で０．１～０．７ｗ／ｖ％で
ある。リンゴ酸の含有量がクエン酸換算した酸度で０．１ｗ／ｖ％未満であると、難消化
性デキストリン添加による雑味、味のもたつきが目立ちやすくなる。リンゴ酸の含有量が
クエン酸換算した酸度で０．７ｗ／ｖ％を超えると、酸味の後味が目立ちやすくなる。リ
ンゴ酸の含有量は、クエン酸換算した酸度で、好ましくは０．１５～０．６ｗ／ｖ％であ
り、より好ましくは０．２～０．５ｗ／ｖ％である。
【００３８】
　難消化性デキストリンはデンプン分解物であり、デンプンを酸焙焼して得られるデキス
トリンにアルファーアミラーゼなどの酵素を作用させて酵素分解を行った後、食物繊維成
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分を分取したものである。
【００３９】
　本発明の柑橘類風味ノンアルコール飲料に含まれる難消化性デキストリンの量は、一般
に、０．７～２．１ｗ／ｖ％である。難消化性デキストリンの含有量が０．７ｗ／ｖ％未
満であると、製造後短期間のうちに柑橘類風味ノンアルコール飲料における劣化臭が認識
され易くなる。また、その場合、アルコール飲料らしいボディ感が不足し易い。難消化性
デキストリンの含有量が２．１ｗ／ｖ％を超えると、難消化性デキストリン添加による雑
味、味のもたつきが目立ち、柑橘類風味ノンアルコール飲料の風味が悪くなることがある
。難消化性デキストリンの含有量は、好ましくは０．８～１．５ｗ／ｖ％であり、より好
ましくは０．８５～１．４５ｗ／ｖ％である。
【００４０】
　本発明の柑橘類風味ノンアルコール飲料は、ｐＨ２．８～３．９を示す。柑橘類風味ノ
ンアルコール飲料がこの範囲のｐＨを示すことで、適度な酸味と味のしまりが確保される
。その結果、難消化性デキストリン添加によるべたつき、重い後味感が無くなり、すっき
りした後味が感じられる。柑橘類風味ノンアルコール飲料のｐＨは、ｐＨ調整剤を適量添
加することにより、調整することができる。柑橘類風味ノンアルコール飲料のｐＨは、好
ましくは２．９～３．６であり、より好ましくは３．０～３．５である。
【００４１】
　ｐＨ調整剤としては、重曹、即ち、炭酸水素ナトリウムを使用することが好ましい。そ
のことで、柑橘類風味ノンアルコール飲料は、難消化性デキストリン由来の雑味又は味の
もたつきが改善され、スッキリとした後味になる。
【００４２】
　本発明の柑橘類風味ノンアルコール飲料に含まれる重曹の量は、柑橘類風味ノンアルコ
ール飲料のｐＨを考慮して適宜設定できるが、一般に、０．０１～０．１５ｗ／ｖ％であ
る。重曹の含有量が０．０１ｗ／ｖ％未満であると、ｐＨ調整剤としての効果が少なくな
る。重曹の含有量が０．１５ｗ／ｖ％を超えると、香味への影響が懸念される。重曹の含
有量は、好ましくは０．０２～０．１ｗ／ｖ％であり、より好ましくは０．０３～０．０
８ｗ／ｖ％である。
【００４３】
　本発明の柑橘類風味ノンアルコール飲料は甘味物質を適度に含有することが好ましい。
甘味物質とは、飲料に甘味を付与することができる物質をいう。例えば、高甘味度甘味料
、糖類及び糖アルコールは甘味物質に該当する。ここでいう高甘味度甘味料とは、上記「
指定添加物」及び「既存添加物」に「甘味料」と分類されている物質をいう。
【００４４】
　高甘味度甘味料の具体例としては、アスパルテーム、アセスルファムカリウム、キシリ
トール、グリチルリチン酸二ナトリウム、サッカリン、サッカリンカルシウム、サッカリ
ンナトリウム、スクラロース、ネオテーム、アラビノース、カンゾウ抽出物、キシロース
、ステビア、タウマチン、ラカンカ抽出物、ラムノース及びリボースが挙げられる。
【００４５】
　糖類の具体例としては、異性化糖、ブドウ糖、果糖、砂糖、麦芽糖及び乳糖が挙げられ
る。
【００４６】
　糖アルコールの具体例としては、還元麦芽糖水飴、エリスリトール、キシリトール及び
マルチトールが挙げられる。
【００４７】
　甘味物質としては、一種類の物質が用いられてもよく、複数の種類の物質が用いられて
もよい。好ましくは、甘味物質は高甘味度甘味料であり、中でも好ましい高甘味度甘味料
はアセスルファムカリウム又はスクラロース、又はこれらの組み合わせである。
【００４８】
　甘味物質として高甘味度甘味料を使用する場合、本発明の柑橘類風味ノンアルコール飲
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料に含まれる高甘味度甘味料の量は高甘味度甘味料の種類を考慮して適宜設定できるが、
一般に、０．００３～０．０４ｗ／ｖ％である。高甘味度甘味料の含有量が０．００３ｗ
／ｖ％未満であると、酸味が目立ち、香味のバランスが悪くなる。高甘味度甘味料の含有
量が０．０４ｗ／ｖ％を超えると、甘味の後味が目立ち、スッキリ感が低下する。高甘味
度甘味料の含有量は、好ましくは０．００５～０．０３ｗ／ｖ％であり、より好ましくは
０．０１～０．０２ｗ／ｖ％である。
【００４９】
　本発明の柑橘類風味ノンアルコール飲料は砂糖に換算すると８．０ｇ／１００ｍｌ以下
に相当する甘味度を有する。砂糖を１．００とした甘味度（以下、単に「甘味度」という
ことがある。）とは、砂糖の甘さを１．００とした場合の、甘味の強さを官能検査により
評価したものである。砂糖を１．００とした甘味度は甘味料の甘味度及び甘味料の使用量
から算出する。甘味料の甘味度はアセスルファムカリウムであれば約２００、スクラロー
スであれば約６００である。本値は精糖工業会発行「甘味料の総覧」(１９９０年５月発
行)及び株式会社光琳発行「高甘味度甘味料スクラロースのすべて」（２００３年５月発
行）に記載されている値を採用する。本発明の柑橘類風味ノンアルコール飲料は、砂糖に
換算すると、好ましくは２．０ｇ／１００ｍｌ～６．０ｇ／１００ｍｌ、より好ましくは
３．０ｇ／１００ｍｌ～５．０ｇ／１００ｍｌに相当する甘味度を有する。
【００５０】
　本発明の柑橘類風味ノンアルコール飲料はクエン酸換算した酸度が０．１～０．７ｗ／
ｖ％である。クエン酸換算した酸度は、国税庁所定分析法にて定められた酸度の測定方法
に基づいて算出する。クエン酸換算した酸度は、好ましくは、０．１５～０．６ｗ／ｖ％
である。
【００５１】
　砂糖換算した甘味度及びクエン酸換算した酸度を上記範囲に調節することにより、甘味
と酸味のバランスがよくなり、柑橘類風味ノンアルコール飲料の美味しさが向上する。
【００５２】
　本発明の柑橘類風味ノンアルコール飲料は、好ましくは、エネルギー量が５ｋｃａｌ／
１００ｍｌ未満である。５ｋｃａｌ／１００ｍｌ未満のエネルギー量は、上記の高甘味度
甘味料を使用する事で達成しやすく、香味における「バランスの良さ」も維持される。更
に好ましくは、糖質の含有量は０．５ｇ／１００ｍｌ未満である。糖質とは、食物繊維で
はない炭水化物をいう。糖質を低減することで、肥満、糖尿病等の糖質の摂取に起因した
健康に対する悪影響が生じ難くなる。また、糖質を低減することで、柑橘類風味ノンアル
コール飲料の清涼感やスッキリ感が実現できる。
【００５３】
　本発明の柑橘類風味ノンアルコール飲料では、更に必要に応じて、色素、香料、ビタミ
ン類、アミノ酸、水溶性食物繊維、安定化剤、乳化剤等、柑橘類風味ノンアルコール飲料
の分野で通常用いられている原料や食品添加物を用いてもよい。色素の具体例としては、
カラメル、アントシアニン色素、フラボノイド色素、カロテノイド色素、キノン色素、ポ
リフィリン、ジケトン色素、ベタシアニン色素、アザフィロン色素、クチナシ色素等が挙
げられる。
【００５４】
　本発明の柑橘類風味ノンアルコール飲料の製造方法は、一例として次に説明するとおり
、柑橘類風味ノンアルコール飲料を製造する際に通常行われる工程を包含する。飲用水、
柑橘類のフレーバー、酸味物質、ｐＨ調整剤、難消化性デキストリン、甘味物質、食品添
加物を所定量、均一に混合する。次いで、得られた混合液を冷却し、必要に応じてカーボ
ネーションを行う。その後、容器に充填・密封することにより目的とする柑橘類風味ノン
アルコール飲料を製造することができる。容器に充填する前に膜ろ過フィルターを用いて
ろ過してもよい。また、濃厚な状態で中間液を作成した後に、炭酸水を添加して柑橘類風
味ノンアルコール飲料を調製してもよい。
【００５５】
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　以下の実施例により本発明を更に具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されない
。
【実施例】
【００５６】
　実施例１
　レモンテイストノンアルコール飲料の製造
　レモンのフレーバーとしてアイ・エフ・エフ日本株式会社製のレモン香料を準備した。
【００５７】
　難消化性デキストリンとして松谷化学工業株式会社製「ファイバーソル２」（商品名）
を準備した。リンゴ酸として龍山化学株式会社製「DL-リンゴ酸」（商品名）を準備した
。重曹として旭硝子株式会社製「重炭酸ナトリウム」（商品名）を準備した。クエン酸と
して扶桑化学工業株式会社製「クエン酸フソウ（無水）」（商品名）を準備した。クエン
酸ナトリウムとして扶桑化学工業株式会社製「精製クエン酸ナトリウム」（商品名）を準
備した。
【００５８】
　表１に掲げる原料について数値で示した配合量及び炭酸を水に溶解し、完成量１リット
ル、ガス圧２．３ＶＯＬのレモンテイストノンアルコール飲料を製造した。
【００５９】
［表１］

【００６０】
　製造した飲料のｐＨを測定した。次いで、この飲料を官能試験に供した。
【００６１】
　比較例１
　リンゴ酸の代わりにクエン酸（無水）２．３ｇを、及び重曹の代わりにクエン酸ナトリ
ウム０．６ｇを使用すること以外は実施例１と同様にしてレモンテイストノンアルコール
飲料を製造した。製造した飲料のｐＨを測定した。次いで、この飲料を官能試験に供した
。
【００６２】
　実施例２
　レモンテイストノンアルコール飲料の製造
　表２に掲げる原料について数値で示した配合量及び炭酸を水に溶解し、完成量１リット
ル、ガス圧２．３ＶＯＬのレモンテイストノンアルコール飲料を製造した。
【００６３】
［表２］
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【００６４】
　製造した飲料のｐＨを測定した。次いで、この飲料を官能試験に供した。
【００６５】
　比較例２
　リンゴ酸の代わりにクエン酸（無水）２．３ｇを、及び重曹の代わりにクエン酸ナトリ
ウム０．６ｇを使用すること以外は実施例２と同様にしてレモンテイストノンアルコール
飲料を製造した。製造した飲料のｐＨを測定した。次いで、この飲料を官能試験に供した
。
【００６６】
　実施例３
　レモンテイストノンアルコール飲料の製造
　表３に掲げる原料について数値で示した配合量及び炭酸を水に溶解し、完成量１リット
ル、ガス圧２．３ＶＯＬのレモンテイストノンアルコール飲料を製造した。
【００６７】
［表３］

【００６８】
　製造した飲料のｐＨを測定した。次いで、この飲料を官能試験に供した。
【００６９】
　比較例３
　リンゴ酸の代わりにクエン酸（無水）２．３ｇを、及び重曹の代わりにクエン酸ナトリ
ウム０．６ｇを使用すること以外は実施例３と同様にしてレモンテイストノンアルコール
飲料を製造した。製造した飲料のｐＨを測定した。次いで、この飲料を官能試験に供した
。
【００７０】
　官能試験
　実施例１～３、比較例１～３で得られた飲料の官能試験は次のようにして行った。
【００７１】
　スピリッツ・リキュール類専門パネル８人が上記飲料を試飲し、難消化性デキストリン
由来の雑味、後味のスッキリさについて、次の基準に従って評価を行った。評点の平均値
を表４に示す。
【００７２】

　尚、雑味については、点数が高いほど悪い結果を意味し、後味のスッキリさについては
点数が高いほど良い結果を意味する。
【００７３】
［表４］
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